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１１ 湧水、地下水の水質調査について 

 

１ 場内での地下水の水質調査地点について 

（１）地下水の流向 

地下水の流下方向については、方法書 p41に地下水の状況を示していますが、地下水位の高さのデ

ータからも地下水の流向が確認できます。 

 

計画地の丘陵地を形成する砂・泥細互層、砂

質泥岩などは、地下水の涵養に乏しい地層とな

ります。 

計画地における地下水の流向は、大局的には

海岸部に向う南東方向と考えられますが、丘陵

部の表層地下水は、谷戸部に向かい斜面を流れ

て伏流水となり、湧水として地表に表出して表

流水となることから、表流水の動向を考慮する

と高い箇所から低い箇所に放射状に流れるもの

と考えられます。 
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（２）現在、国が行っているモニタリング調査について 

土壌汚染調査（平成 19 年～21年度）の結果を受けて、現在、国が横浜市生活環境の保全等に関す

る条例（以下「条例」とします。）第 61条の 3に基づき、地下水の浄化に係る措置として 19 地点で

モニタリング調査を行っています。地下水の汚染物質としては、ベンゼンと砒素と鉛が基準値を超過

して検出されましたが、100 年間に移動する距離がそれぞれ 1km、250m、80m（「特定有害物質を含む

地下水が到達し得る「一定の範囲」の考え方」環境省）であることから、鉛（敷地の外まで 60m～90m

地点で基準値超過）は調査の対象とはせず、ベンゼンと砒素のみを調査対象とし、その下流の地点で

モニタリングを行っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

貯油施設であった土地については、今年度中に土壌汚染対策法（以下「法」とします。）に基づき、

要措置区域等の区域の指定が行われる予定となっています。今後も引き続き、地下水の浄化に係る措

置を継続することが必要であり、国が法令に基づいて行っているモニタリングの内容を、公園整備を

行う時点から横浜市が引き継いで行っていきます。また、施設配置や施工上、モニタリング位置を変

更する必要が生じた場合は、法令に基づき適正な位置に変更しモニタリングを継続します。 

 

（３）調査地点の追加について 

条例に基づく措置を補完する目的で、鉛を対象とする調査を行います。地下水の鉛汚染が確認され

た地点の下流の地点で、条例に基づいて既に場内で行っているモニタリング調査に準じた方法で調査

を行います。 

 

 

現行モニタリング地点 
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２ 計画地外の井戸の水質の安全性について 

法に基づいて区域の指定を行うにあたって、事前に敷地周辺の飲用の井戸の有無の確認が行われて

います。その有無によって、法令により適用される対策や手続が決定し、例えば汚染土壌の除去など

の健康被害を生じさせないための措置を行うことになります。区域が指定されたことは公告し、市民

に周知を行います。 

事業の実施においては、適用される法令に基づき適切な対策を行うことで安全性を確保します。 

なお災害応急用井戸は、災害時に洗浄水などの生活用水として活用することを目的とするものです。

水質基準は、PH（5.8 以上 8.6以下）、臭気（異常でない）、色度（5度以下）、濁度（2度以下）のみ

で、飲用水は水道を使用することを勧めています。 
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３ 方法書の記載内容の修正について 

以上のことから、方法書の内容を次のように変更します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【変更理由】 

※1 調査対象としている 4地点は湧水です。地下水のモニタリング調査とは切り離して整理します。

湧水については、公園となることで人が水に触れる可能性が生じることから、調査対象を土壌汚

染調査によって汚染が確認された全ての物質に増やし、水量の違う夏季と冬季に調査を行います。 

※2 条例に基づき現在 19 地点で行っているモニタリング調査及び、鉛調査の 4地点を調査地点とし

て追加します。 

※3 既に行っているモニタリング調査の根拠となる条例を明記します。 

・「横浜市生活環境の保全等に関する条例」 

 

※3 

※2 

※1 

「横浜市生活環境の保全等に関す
る条例」に基づき行うモニタリング
調査（ベンゼン 18 地点、砒素 1 地
点） 
「横浜市生活環境の保全等に関す
る条例」に基づき行うモニタリング
調査に準じた調査（鉛 4地点） 

資料 
現地 

計画地内 23 地点 
（図 6.5 参照） 

ベンゼン、テトラクロロエチレン、
シス-1,2-ジクロロエチレン、鉛、
砒素、油分を調査 

・2 季（夏季、冬季） 
 
















